
いじめ・不登校の現状と

課題について

学校教育部 児童生徒支援課
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不登校の現状と
課題について
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不登校の期間が長期にわたる児童・生徒が増加

不登校の現状①（不登校の推移・５年間）
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学年別では、中２生徒が一番多い。

令和４年度 不登校者数【学年別】（４月～12月）
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新規不登校の人数は、中学生が多い。

令和４年度 新規不登校者数【学年別】（４月～12月）
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小学校

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６

不登校者数 19 23 48 61 56 76

新規不登校者数 19 9 27 30 25 34

新規不登校割合 100% 39% 56% 49% 45% 45%

継続 0 14 21 31 31 42

中学校

中１ 中２ 中３

不登校者数 158 215 187

新規不登校者数 90 77 51

新規不登校割合 57% 36% 27%

継続 68 138 136

新規不登校の割合は、中１生徒、小３児童が高い。

令和４年度 不登校者数【新規不登校割合】（４月～12月）
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小学校 中学校
全欠 11 20
90日～ 149 386
50日～89日 77 142
30～49日 43 43
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令和３年度 欠席日数別
不登校児童・生徒数

全欠
90日～
50日～89日
30～49日

「不登校児童生徒が
行う多様な学習活動
の実情を踏まえ、
個々の不登校児童生
徒の状況に応じた必
要な支援が行われる
ようにすること」
（教育機会確保法 第三条 二）

小学校
280名
うち

ルポ 2.1％
民間施設 1.8％
オンライン 10.4％

中学校
591名
うち

ルポ 4.4％
民間施設 2.2％
オンライン21.8％

不登校児童・生徒の教育機会は十分か

不登校の現状②（枚方市における教育機会（R３）
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30日以上 90日以上
小学校 162名／280名

57.8％
81名/160名

50.6％
中学校 340名／591名

57.5％
233名/406名

57.3％

不登校児童・生徒の半分以上がどこにもつながっていない可能性

不登校の現状③（学校内外で相談・指導を受けていない人数・R3）
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すべての子ども

不登校の兆しの

ある子ども

不登校の子ども

•わかりやすい授業

•楽しいクラス

•懇談

•家庭訪問

•別室での対応

•不登校支援ガイド

•ルポ

•フリースクール
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・不登校児童生徒数に
対する受け皿

・費用

・学校で
早期支援するための
支援人材・場所

・課を越えた横断的な
意識と取組
⇒そもそも欠席を
生みにくい教育活動

課題

不登校児童・生徒を支援できる人材と場所

不登校支援の課題
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●Google Classroom「ルポポ」
Google Classroom上でのメッセージのやり取り、課題の配信など
（内容については要検討） 【児童生徒支援課】

●児童生徒対象
①学習

・ポケモンプログラミング
・桃太郎電鉄
・Minecraft

【教育研修課】

②ルポ登室日記（例）
・・・iPadで作成も可

【児童生徒支援課】

●保護者対象Google Classroom
①保護者向け「ルポ予定表」「通知文」
などの配信
←学校の周知ミス、遅れの解消
（学校を通しての紙媒体での周知に加えて、
オンラインにて周知する。）

②出席確認等にメールを活用
【児童生徒支援課】

●保護者・教員対象MEET
①オンライン学校面談
②オンライン担任連絡会
（リアル版との選択制）

③オンライン保護者懇談会
（リアル版との選択制）

④オンライン教育相談
【児童生徒支援課】

個々の不登校児童生徒の状況を適切に把握し、多様な支援を行う

「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、
社会的に自立することをめざす

VISION（めざすところ）

MISSION（方向性）

VALUE（具体的な方策）

不
登
校
児
童
生
徒
へ
の
適
切
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
【児
童
生
徒
支
援
課
】

ル
ポ

カタリバのオンライン
不登校支援プログラム「room-K」

【業者委託】

各種フリースクール
【紹介窓口：児童生徒支援課】

オンライン

対面・オンライン

オンライン

オンライン

対面・オンライン

対面・オンライン

対面・オンライン

ICTを活用した不登校児童生徒への対応について
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いじめの現状と
課題について
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いじめの認知件数（小学校）について
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いじめの認知件数（中学校）について
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令和３年度 いじめの認知について

【小学校】
・嫌なあだ名で呼ばれる。
・ドッジボールの最中に揉めて蹴られた。
・女子二人に話しかけても無視される。
・勝手に遊びに入ってきて暴言を吐いてくる。
・ゲームで相手に負けた時にバカにされるようなことを言われる。
・ドッジボールでうまくパスできなかったことをきっかけに、無視されるようになった。

R3 いじめ件数 アンケート 保護者から 本人から 教職員から

小学校 1310件 ９７６件（７４％） １０６件（８％） ９４件（７％） １０５件（８％）

中学校 ３０５件 ９２件（３０％） ４７件（１５％） ８７件（２８％） ４６件（15％）
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令和３年度 いじめの認知について

【中学校】
・好きな人の名前を言われる。
・シャーペンを貸していじっている間にこわされる。
・3人に避けられている気がする。
・教室に入ろうとするのをじゃまをする。
・SNSの動画をバカにされ、口論になり、首を絞められる。
・悪口を言われている。話を聞くと4人と4人のグループで対立構造になっている。

令和３年度 いじめの認知について
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いじめ対応の実情

学校現場で対応が難しい継続案件や重大事態へ発展するリスクのある案件は
全体の２～３％ （50件程度）

＜事例＞
〇被害児童・生徒が、いじめにより不登校に至る事案。
〇被害児童・生徒が、加害側からの謝罪を固辞する事案。
〇被害児童・生徒の保護者から書面による対応策の要望事案。
〇被害児童・生徒の保護者が管理職の処分を要望する事案。
〇体操服等が紛失した際の被害児童・生徒の保護者による継続した
犯人探しの要望。
〇加害児童・生徒への指導・聞き取りを不要と保護者が要望する事案。

いじめ対応の実情について
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いじめ対応の実情
いじめ事案への対応状況について
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いじめ対応の実情
「いじめの重大事態」について

学校種別 認知年度 事案発生から
認知日までの期間

認知日から
市長報告までの期間 主な課題

１ 中学校 平成29年度 約２ヶ月 約10ヵ月 (1)保護者との信頼関係
(2)思いやりの精神に欠ける学校風土

２ 中学校 平成29年度 約３ヵ月 約９ヵ月 (1)SOSのキャッチの遅れ
(2)思いやりの精神に欠ける学校風土

３ 中学校 平成30年度 約５ヵ月 約４ヵ月 (1)形式的ないじめアンケート
(2)ビジョンを共有した学級経営

４ 小学校 平成30年度 約１年８ヵ月 約７ヵ月 (1)校長のリーダーシップの不足
(2)いじめに対する教職員の認識不足※重大事態認知までの遅れ

５ 中学校 令和元年度 約９ヵ月 約９ヵ月
(1)校長のリーダーシップ
(2)対象生徒及びその保護者の心情に寄り添った対応

※重大事態認知までの遅れ

６ 中学校 令和元年度 約５ヵ月 約２年５ヵ月 (1)適切な初期対応
(2)組織的な対応

７ 中学校 令和２年度 約10ヵ月 約１年８ヵ月 (1)早期発見・早期対応の徹底
(2)組織的な対応

８ 中学校 令和３年度 約10ヵ月 約１年９ヵ月 (1)SOSのキャッチの遅れ
(2)情報共有の徹底や正確な記録の作成

９ 中学校 令和４年度 約９ヵ月 （調査中） (1)SOSのキャッチの遅れ
(2)組織的な対応 ※重大事態認知までの遅れ

10 中学校 令和４年度 約７ヵ月 （調査中） (1)適切な初期対応
(2)保護者との連携

11 小学校 令和４年度 約１ヵ月 （調査中） (1)いじめに対する教職員の認識不足

12 小学校 令和４年度 約６ヵ月 （調査中） (1)適切な初期対応
(2)保護者との信頼関係

13 中学校 令和4年度 約９ヵ月 （調査中） （調査中）
※重大事態認知までの遅れ 18



・学期に１回の報告。
・重篤な事案については、その都度報告を求めているが、明確な基準がなく、
学校の判断となっている。
・深刻な状況となった後に、保護者からあがってくるケースもある。

学
校

学期末に報告

教
育
委
員
会

いじめの認知報告について（現状）
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・明確な基準（保護者からの訴え等）を定めて報告を求め、
進捗管理の徹底を図る。
・対応策について専門家の意見も踏まえ指導・助言を行う。
・早期対応、早期解決に注力し、いじめの重大事態への発展への
未然防止を図る。

学
校

基準に則り報告

定期的な進捗管理

教
育
委
員
会

現在、検討中の事項について
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・現状として、事案の対応に追われ、業務がひっ迫している。
・事案対応についても複雑化してからの対応となっており、解決に至る
までかなりの時間を要する。

いじめの認知の報告について（現状）
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・生徒指導担当指導主事が学校訪問や研修の機会が増え、発達支持的
生徒指導の推進に繋げる。

いじめ、不登校
問題行動等の

未然防止

いじめの認知の報告について（今後、検討事項）

22


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22

